
狩野川流域下水道
か の が わりゅういきげすいどう

Ｔ

Ｔ

～　水の星 支えるあなたに ありがとう　～ （令和６年度）

　下水道は次の役割を担う重要な都市施設です。

家庭や工場からの汚水を浄化してから放流することで、
川や海などの自然環境を保全します。（汚水処理）

市街地に降った雨水を速やかに排除し、家屋の浸水
を防ぎます。（雨水排除）

　汚水を処理する下水道には、市町が単独で行う公共下水道と複数
の市町にまたがり汚水を処理する流域下水道があります。

　静岡県内では、29市町の公共下水道と１流域（２処理区）の流域下
水道で効率的な汚水処理を実施しています。

静岡県の概要
　面積　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,780km2

　人口（令和５年４月１日現在）　　　　3,591,533人　
　市町数（令和５年４月１日現在）　35（23市12町）
※　出典　住民基本台帳（外国人含む）

下水道事業（汚水）
実施市町 29（22市7町）
　

下水道事業（汚水）
未実施市町 6（1市5町）
　

流域下水道の処理場Ｔ

狩野川流域下水道（西部処理区）
狩野川西部浄化センター

③反応タンク
⇒微生物によって汚れを分解

④最終沈殿池
⇒汚れと水を分ける

②最初沈殿池
⇒小さなごみを沈めて除去

⑤消毒設備
⇒処理水を塩素で消毒

①沈砂池
⇒大きなごみを取り除く

酸素を取り入れ、微生物の働き
により汚水を処理しています。

西部浄化センターの反応タンク

処理前処理後

狩野川流域下水道（東部処理区）
狩野川東部浄化センター

下水処理施設の屋上は、多目的広場として
地域の皆様に利用されています。

東部浄化センターの上部利用

③反応タンク④最終沈殿池 ②最初沈殿池

⑤消毒設備 ①沈砂池



昭和61年 昭和49年

平成6年 昭和60年

沼津市　三島市　裾野市

清水町　長泉町
伊豆市　伊豆の国市　函南町

14.7万m
3
/日最大 6.0万m

3
/日最大

6,406ha 2,438ha

255,720人 75,300人

処理面積 3,017ha 1,621ha

処理人口 188,895人 68,593人

事 業 着 手 年 度

供 用 開 始 年 度

関 連 市 町

計 画 処 理 能 力

計 画 処 理 面 積

計 画 処 理 人 口

流 域 下 水 道 名
処 理 区 名

狩野川流域下水道
西部処理区

狩野川流域下水道
東部処理区

R5末

○流域下水道の全体計画と整備状況

○令和５年度末市町別下水道処理人口普及率 ○下水道処理人口普及率の推移

○下水道汚泥の有効利用
　汚水を処理する際に発生する下水道汚泥を有効に

利用しています。

静岡県交通基盤部都市局生活排水課
054-221-2721

静岡県全体
181,237m3

うち 流域下水道
17,087m3

建設資材
8.9%

肥料等
72.1%

建設資材
8.3% 肥料等

42.2%

セメント資源
39.0%

汚泥炭化
10.6%

有効利用の用途

セメント資源
19.0%※白文字は、流域下水道による普及率

令和５年度実績 静岡県 うち流域下水道

有効利用量 181,237㎥（99.5％） 17,087㎥（100％）

埋立処分量    971㎥ （0.5％）     0㎥  （0％）

計 182,208㎥（100％） 17,087㎥（100％）

※脱水ケーキ換算

77.6 77.8 78.3 78.8 79.3 79.7 80.1 80.6 81.0 81.4

61.6 62.1 62.6 63.1 63.5 63.9 64.3 65.3 65.5 66.0

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 
普及率（％）

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

（年度）

全国

静岡県

　下水道法に定められた箇所に加え、全管路の点検を５年に一度

実施しており、適切な維持管理により、安定した下水道サービス

の提供に努めています。

○安定した下水道サービスの提供


